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第６回水源環境保全・再生かながわ県民フォーラム 

全体会 議事録 

 

（金澤氏） 

 それでは、全体会を始めさせていただきます。 

 まず３つの分科会に分かれましたので、その分科会の議論のポイントを参加者

の方々で共有できればと思いますので、コーディネーターの方に簡単にご報告を

いただきたいと思います。 

 まず第１分科会、「県民参加の施策展開をめざして―第２期計画へ向けて―」

ということで髙井さん、お願いいたします。 

 

（第１分科会コーディネーター：髙井氏） 

 第１分科会でコーディネーターを務めさせていただきました東京市政調査会の

髙井でございます。結論をご報告させていただきます。 

 まずこの第１分科会のミッションが、県民参加の仕組みをどう組み込むかとい

うことでございました。午前中の金澤先生の基調講演にもありましたように、既

に先行している自治体では最初の５カ年ないし３カ年が終わって条例を改正し、

今セカンドステージに入っております。そういったことで先行している高知県、

それから鳥取県がどのように見直しを行ったのか、そのポイントでございます。 

 まず今まで基本理念として森林環境の保全・再生というのが当然あったわけで

すけれども、見直しの際には、京都議定書の議論もありましたので、地球温暖化

対策ということも基本理念の中に含めて見直しを行ったということでございます。 

 具体的に申しますと、ハード系の事業に関しましては、いわゆる経済林として

回っている、既に林業として営んでいる森にも水源涵養機能、森林環境保全機能、

地球温暖化防止機能がございますので、そういった保全事業にも拡大をしたとい

うことでございます。 

 それから、ソフト系の事業ということで、これは第１期でも行っていた事業で

ございますが、環境学習、これを強化するというふうに変更されました。環境学

習は大人、子供両方あるわけですけれども、特に子供の環境学習を強化したとい

うことでございます。 
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 そういったことを踏まえまして、最終的に県民参加をどういうふうに仕組むか

ということで高知県の服部さんからは、県民参加のまず大前提として情報公開が

必要であり、ホームページを見ればどういう議論がなされていて県の当初の予定

が、いわゆる神奈川県で言う県民会議での議論でどういうふうに変わったかとい

うことが見えること、それが大切。そうでないと参加のしようがないことのご指

摘がございました。 

 それから、鳥取県の嶋沢さんからは、参加の仕方として木を使うということで

の参加があり、それから保全事業、実際にＮＰＯに入って保全事業を活動すると

いうことでの参加もあるでしょう。それから大前提として税による資金的な面で

の参加、それから寄附による参加等もあるでしょうと、そういうお話がございま

した。 

 それから、山梨県の宮島さんからは、まだ山梨県は森林環境保全施策について

特別な税金を導入していないんですけれども、それを前提としてやはり県民の意

識を強化する。訴えかける。それがないと参加のしようがないということ。その

際にはやはり情報公開の話もありましたけれども、透明性を確保することが大切

だということ、透明性を確保して県民意識に訴えるということを、山梨県として

は行っていきたいという議論がなされたところでございます。 

 第１分科会の報告は以上でございます。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 １つここでお願いですけれども、お手元に質問用紙があるかと思います。質問

のある方は、お書きになって係の者がとりにいったときにお出しいただきたいと

思います。後ほどのパネリストの方々の議論の中で、時間がございましたら取り

上げていきたいと思います。時間がない場合はまた別途の方法でお答えしたいと

思いますので、あらかじめご了承いただければと思います。 

 では続きまして、第２分科会「森林・水源環境保全・再生におけるＮＰＯの役

割を考える」ということで、コーディネーターの鹿住さん、お願いいたします。 

 

（第２分科会コーディネーター：鹿住氏） 
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 それでは、第２分科会を担当させていただきましたJUON（樹恩）NETWORKの鹿住

と申します。 

 第２分科会の報告をさせていただきます。「森林・水源環境保全・再生におけ

るＮＰＯの役割を考える」ということで私も含めて３つの団体に事例報告をいた

だきまして、それをもとに１つはＮＰＯの役割についてどのようなことができる

だろうかということを考えました。 

 ２つ目は、ＮＰＯを活性化させる仕組みです。ＮＰＯという言葉は今ご承知の

とおり新聞では見ない日はないんですけれども、社会に完全に根づいたかという

とまだまだであろうということに基づいて、ＮＰＯが活性化していくためにはど

ういうことが考えられるだろうかという、その２つについて話をしました。 

 まず最初に事例をご報告いただいたのはＮＰＯ法人のみろく山の会、丹沢でご

みを回収するような活動を熱心にやられておりまして、もともと山を登る方々の

会なんですけれども、山岳会として初めてＮＰＯ法人を取ったという団体です。

会自体は1983年からあり、ごみを回収するという活動をずっとやっているんです

けれども、ほかにも水質調査ですとか、10年ごとには植林、あるいは親子自然探

検隊ということで、次世代に自然の大切さを伝えるようなプログラムもやってい

るということで、本当に山のことが好きな方々の集まりで、好きだからこそこの

自然を守っていきたいということを、本当にＮＰＯ、市民の立場から発信して実

際に活動されているグループから報告をいただきました。 

 次に、財団法人日本自然保護協会という、全国的に２億円の活動規模を持つ、

もともとは尾瀬を守ることから出発した会です。ここの赤谷プロジェクトという

取組を報告いただきました。群馬県のみなかみ町の国有林のもともとはスキー場

などの開発をしようとしていたところを住民の反対運動、そこから日本自然保護

協会も協力しながら反対運動をしてきたんですけれども、時代の流れでダム建設

やスキー場開発がストップした後に、では、せっかく残った自然をどう生かして

いくかということで、ＮＰＯと、地域住民と、あるいは国有林の土地所有者であ

る林野庁の３者でもって、非常にいい関係を築きながら保全をして、毎日だれか

が保全であったり調査だったりのために森林に人が入って、地元にもお金が落ち

ていくというような仕組みを運営されているという事例を聞きました。普通、国

有林の計画には地域住民の声とかＮＰＯの声というのは反映されないんですけれ
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ども、全国でも珍しく協議会の声を反映させるという、そういう仕組みをつくら

れているということです。この中で地域住民は地域の総意を代表して、ＮＰＯは

全部のコーディネーター的な役割、あるいは科学的なデータに基づいて活動して

いるというようなご紹介をいただきました。 

 次いで私のJUON NETWORKなんですけれども、都市と過疎地域を結ぶ目的で、大

学生協というところが呼びかけてできた組織で、国産間伐材の割りばしを、障害

者の施設でつくって販売するということをやっていまして、地域に山村と都市と

のお金とか物の循環という仕組みをつくったという事例を報告させていただきま

した。 

 この中でＮＰＯの議論のテーマであった役割についてですけれども、先ほどの

みろく山の会のようにやはりＮＰＯ、市民として好きだから、やりたいからやる

という、いろいろな行政の公平・平等とは違った、好きだからやるというような

多様性があっていいんじゃないか。あるいはＮＰＯの存在そのものに意味がある。

そういう多様な主体があることで意味があって、それぞれが行政であったり企業

であったりが協力する中で、違う多様な主体が関わることが学び合いにつながる

という、学び合いの効果というのが大きいというようなことが、ＮＰＯの役割を

議論する中から出てきた大きなことかなと思います。 

 もう一つ、ＮＰＯを活性化させる仕組みについてということなんですけれども、

やはりＮＰＯはお金がないんだと、それでお金の支援が必要だという話があった

んですけれども、行政の仕組みの中で、助成金を出すということがあるようです

けれども、単にお金を出すというと、やはりＮＰＯというのも自立していく必要

があると思いますので、ＮＰＯが、単にお金を与えてそのお金がなくなったとき

にＮＰＯがつぶれてしまうということではなくて、ＮＰＯが自立、自活、会員が

例えばふえて収入が安定するですとか、そういった仕組みをつくれるようなこと

を行政が応援してほしいですとか、あるいは企業との協力関係というのを築いて

いきたいというような話が出ました。完全にまとめではないんですけれども、以

上で第２分科会の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 
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 続きまして、第３分科会「森林・水源環境保全・再生に向けて今求められる施

策は何か」ということで、コーディネーターの木平先生、お願いします。 

 

（第３分科会コーディネーター：木平氏） 

 第３分科会のコーディネーターを務めました木平と申します。私は丹沢大山自

然再生委員会の委員長をやっております。中身については、皆さんのお手元のプ

ログラムの21ページから26ページに要旨は書いてございますが、要点だけお伝え

します。 

 第３分科会は、自然の保全・再生に必要なことは何かということを、科学的な

見地から提案いただいて協議いたしました。３人のパネラーの第１番目は横浜国

立大学の佐土原教授であります。まず空間情報というものが非常に重要だという

ことで、空間情報プラットフォームという概念を提案いただきました。これは広

い範囲についていろいろ利害が異なる、あるいは専門が異なる方々にも共通する

データを集めるんだと、そして共通の理念、合意を導くものであると、こういう

ものであります。具体的には地理情報システムということで、わかりやすい地図

ということに尽きます。そして実際の研究例として、私たちの飲んでいる水は一

体どこに降ったものか、どこから来ているのかとか、あるいは神奈川の水質、水

量はどんな状態、あるいは空から来る窒素とかリンがどのようになっているかと

いうような研究事例を、地図でもって示していただきました。 

 ２人目の報告者は北海道大学の中村教授でありまして、生態系の現状を調べる

ことからすべてが始まるということで、何事も現状を知ると、しかもそれは地図

として調べるということが重要だと、そして次に目標とする環境、森林、水、川

はどのようなものかということを決めると。これは人によって違い、地域によっ

て違うわけですけれども、それについて共通の認識を持って、地域の原風景とい

うものをもとにして割り出していくのがいいと、こういうご提案です。そして最

後に、現在と将来とをつなぐ方法というものが計画になります。できるだけ私た

ちは、理論ではなくて現場へ行って実行するということが必要だと、こういうご

主張でありました。 

 最後で３番目のパネラーは神奈川県の自然環境保全センターの山根先生です。

山根先生は、丹沢の中で50地点に余る試験地を設け森林の動態を調査しておられ
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ます。一方ではシカの生態を研究されております。今シカというものは大変に大

食漢であって場所をどんどん動くと、だから狩猟をやれば逃げてしまうし、草が

多ければそこで寄ってくると、そして栄養がよくなったら子供をどんどん産むと、

そういうことなので森林を整備して植生を増やせばシカは増えると、そういうこ

とによって逆に、また植生がなくなり森林の整備が再び必要というようなことが

起こるので、森林の問題とシカとを一体的に調査し対策を立てることが必要だと、

こういう経験に基づく提案をいただきました。 

 そういうことで第３分科会というものは、一言でいいますと情報の必要性、そ

れから計画を柔軟にやっていく順応的な計画、それから幾つかの問題を統合的に

やろうという、こういうご提案がありましてディスカッションを行った次第です。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 ３人のコーディネーターの方のご紹介はここでは省略させていただきましたが、

プログラムのほうに詳しく紹介されております。それぞれの分野の専門的な方、

またそれぞれの分野で活躍されている方でございます。改めてここで御礼を申し

上げたいと思います。 

 この報告を踏まえまして、ご登壇のパネリストの方々と議論をしていきたいと

いうふうに思います。 

 実は各分科会に３人のパネリストの方々に出ていただきました。片桐さんには

第２分科会、中静さんには第３分科会、諸富さんには第１分科会にご参加をいた

だきました。まずそこでのご感想を含めて、このシンポジウムのテーマに即して

まずどういうことを考えていかなければいけないのかという点を、冒頭でご発言

いただきたいというふうに思います。 

 まず諸富徹さんです。京都大学大学院の准教授ということで、環境問題、環境

税の問題では、お若いんですけれども第一人者です。神奈川県でも、この水源環

境税の当初のときの専門部会の委員としても活動してご協力いただいておりまし

て、その後もこういう機会があるごとに、遠方なんですが、声をかけると快く神

奈川まで来ていただいている方でございます。 
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 それでは、まず諸富さん、お願いいたします。 

 

（諸富氏） 

 どうもありがとうございます。京都大学、諸富です。 

 私は、このような形で県が主催するシンポジウムで、しかも国を通さずに全国

の県同士がこういう形で経験を語り合って情報を交換し合う、そしてたくさんの

ＮＰＯやＮＧＯの方々が参加するこうしたシンポジウムが開かれていることは、

大変意義があると思います。私は専門で地方財政学を研究しておりますし、あと

環境経済学も専門なんですけれども、80年代以降の日本の政策課題が地方環境税、

とりわけ森林環境税というテーマの中にほぼ全て入っているなというふうに思い

ます。具体的に言いますと、地方分権だとか環境保全だとか、住民参加とか情報

公開とか、公民連携の問題、すべてこの今日１日話し合われたテーマの中に全部

入っているというふうに思います。 

 こういう形で森林環境税が都道府県レベルでどんどん次々と導入されたことは、

非常に画期的ではあったんですが、これは水質の保全だとか森林の保全をやるこ

とで、地域でそういった取り組みをやっていくことでどれだけ我々は便益を受け

るのか、そしてそれのためにはどれぐらいコストが実はかかって、それをどうい

う形でだれに負担してもらうのが公平なのかという議論によくも悪くも直面せざ

るを得なくなったということです。その結果として、森林環境税というスタイル

の費用負担の方法、これを選択したということなんですね。その道筋の中には、

水道の利用量に応じた負担のあり方というのも選択肢としてはあったんですけれ

ども、そちらの選択肢は採用されずに実際には住民税の超過課税という方法がと

られたわけですね。しかし、国に補助金を申請するという方法ではなくて、みず

からの地域をよくする取り組みをする場合に、追加的にかかってくるコストをみ

ずから負担していくという意味である種の地方自治が機能しており、それを費用

負担の側面から見ているという気がするんです。 

 しかし、そこからおもしろいのは単に費用負担をさせられている、追加的に負

担をさせられているという感覚ではなくて、自発的な納税者意識というものが生

まれてきているのは非常に興味深い点で、私が神奈川県の生活環境税制専門部会

で水源環境税に関する議論に参加させてもらっていたときに、やはり同じ委員で
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あって環境NGOの方が、我々は増税や新税は絶対拒否という立場ではない、しかし

負担するならば私たちも色々なプロセスに参加したいと、それはいろいろな意味

での参加なんですけれども、そういったことを発言されたのが非常に印象的だっ

たんですけれども、ここからいわゆる参加型税制、前の全国シンポジウムのとき

にもそういう議論が出て、地方財政論の教科書にもほとんど出てこない名称なん

ですけれども、こういった新しい概念が生まれてきたのも水源環境税導入論議の

成果だったというふうに思います。 

 その中でそういった参加型税制というのは、二重の意味での参加を意味してい

たと思います。１つは議論のプロセスそのものに県民やＮＧＯやＮＰＯの方々が

参加をしていく、実際に県民会議とか、高知県では基金運営委員会、選定委員会

というものが設けられているそうですし、鳥取県では第１分科会での議論ですが、

関連事業評価委員会というのが設けられて、市民や県民の意見がそこで反映され

るような仕組みをつくっていらっしゃるということなんですね。それから、やは

りおもしろいのは事業の担い手、事業そのものに施策に参加をしていくというこ

とですね。二重の意味で参加が進んでいるのは非常にそういう意味で興味深い点

であります。 

 第１分科会で非常に議論になりました焦点は、第２ステージに向けて、このシ

ンポジウムの全体テーマと重なりますけれども、第２ステージへ向けては金澤先

生から冒頭に、ＣＯ２の森林吸収源との関係というものが論点としてあると問題提

起があったわけですけれども、まさに高知県の服部さんが発表された高知県第２

期の取り組みは、そういう方向に全面的に踏み出したということですね。そして

森林整備の面積を非常に拡大して、10倍に拡大して一種の森林吸収源機能を強め

るという方向に踏み出されているわけですね。ただ鳥取県の取り組みというもの

も紹介されたんですが、こちらは別のやり方で拡張しまして税率を高めていくと

いうこともあったんですが、保安林とか竹林とかあと広報・普及のほうにむしろ

新しい財源を当てていくという形で、別の形の拡大なんですね。ですから必ずし

も第２ステージは一様な方向へ向けて流れていくという感じではなくて、むしろ

それぞれの県の必要性、その県の持っている固有の必要性に応じて、多様な方向

に向けて第２ステージは展開していくのではないかという印象を持ちました。 

 以上でございます。 
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（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 次に片桐務さんにお願いしたいと思います。片桐さんはＮＰＯ、特定非営利活

動法人自然塾丹沢ドン会の理事をされております。丹沢山ろくの棚田の復元活動

等、活発にＮＧＯの活動をされております。現在はかながわ協働推進会議メンバ

ーとして、パートナーシップ条例の検討等に携わっておられます。第２分科会の

ほうにご参加いただきましたので、その感想等も交えて冒頭の発言をお願いした

いと思います。 

 

（片桐氏） 

 片桐です。私は肉体派でございます。研究者でも行政の職員でもありません。

もっぱら、体を張ってボランティア活動をやらせていただいているわけです。そ

んなことで、お二方とは違う形の話になると思います。 

 私たちは丹沢のふもとで棚田の復元作業をやっています。丹沢に降り注いだ雨

は、大地にしみ渡って天然のろ過装置を経て地下水となっているんですね。山ろ

くの秦野盆地には約３億トンの水が貯蔵されています。芦ノ湖の1.5倍の水量です

ね。そういう意味で、私たちが暮らしている秦野盆地は、丹沢の緑の水の上に浮

かぶ小島というようなイメージを私は持っています。 

 私たちは、その棚田の復元作業の際に用水路をつくりまして、小川から水を棚

田に引いたんですが、その直後に台風に襲われました。取水口を設けたわけです

けれども、沢を走ってきた水は1.3ｍぐらい小川をえぐり、取り水口がもう使えな

くなったんですね。その後、実は上流に向かってみんなで探検に行きました。ま

さにそこは杉・ヒノキの植林地でした。管理されていない黒い、暗い森がありま

した。その体験から、私どもが活動している棚田の部分的な自然を元気にさせれ

ばそれでいいのかということを考えさせられました。やはり中腹の植林地から、

その上のブナ林という丹沢全体に想いを寄せる、丹沢の自然の循環をそのことで

実感したんですね。 

 私どもは、里地里山で田んぼの復元と、雑木林の管理をやっておりますけれど

も、その部分においては私ども普通の市民は役に立つことができるんじゃないか
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なと思っています。ＮＰＯや市民活動団体は、いろいろございますけれども、そ

れぞれ特徴といいますか得意技を持っているわけですね。 

今日の第２分科会では、みろく山の会が山の上のゴミの収集、ゴミ回収をやっ

ているということでした。間伐や下草刈りをやっているグループもたくさんいら

っしゃいます。あるいは丹沢大山総合調査に積極的にそれぞれのノウハウを投入

して、県民参加の自然調査に参画されるという、そういうＮＰＯもあります。そ

れぞれの特徴を生かした活動をしているＮＰＯなり市民団体が秦野だけでも二十

幾つもあります。まして、神奈川県には2,000を超えるＮＰＯ団体があるわけです

から、それぞれの特徴を生かしながら丹沢の森林保全・再生の活動に、これから

参画できるんではないかなと思っています。 

 第２分科会の３つのレポートをお聞きしました。日本自然保護協会のテーマは、

これまでどこにもなかった取り組みで、行政と地域とそれから自然保護団体とい

う３者の協働で地域ぐるみで大きなエリアの保護自然活動、生物多様性の活動を

やっているという事例を聞きました。 

 それから、JUON NETWORKについて言えば、キーワードは、地域と子供でした。

また、割りばしをつくることによって、間伐材を加工し、活用することによって

経済に結びつけているという、持続する経済という言葉が出ていました。私ども

のような小さいＮＰＯからすると、雲の上の活動のような印象も受けました。 

ただ、これから「協働型社会かながわ」を神奈川県では目標にしているという

ことですから、そういう面で私どもＮＰＯ、市民、県民と行政、企業が、どうい

う形で、どういう役割分担をしながら、進めるかが大切だと思います。単に水源

の保全・再生ということだけではなくて、これからの神奈川県全体の地域づくり

というところで、ＮＰＯがさまざまな役割を果たす時代だと思っています。 

 しかし、「協働」をするにしても何にしても、担い手である人材を育成する必

要があるわけです。神奈川県では新しい年度に森林塾という人材養成の予算をお

取りになるようでございます。大人の人材育成とともに、子供たちをこれからど

う自然環境に溶け込ませ、豊かな感性を持った次の世代を担う人間を育てていく

かということも、また大変大切ことではないかなと思っています。人間がやはり

一番の財産だということだと思います。 

（拍手） 
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（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、中静透さんにお願いします。中静さんは森林総合研究所、京都大

学生態学研究センターを経て、現在東北大学大学院生命科学研究科の教授でいら

っしゃいます。先生は、森林がどのような役割を果たしてきたのか、樹木の生活

史とか生物多様性などの視点から研究をされ、また世界じゅうの熱帯林、温帯林

について調査をされ、世界的な視野から研究をされております。中静先生には第

３分科会のほうにも参加いただきました。その感想等も含めてご発言をお願いし

たいと思います。 

 お願いいたします。 

 

（中静氏） 

 こんにちは。今回私はこういう集会に来させていただいて大変勉強になりまし

た。皆さんが一生懸命やられているのが非常によくわかましたし、私自身は余り

水源のことを研究したことがないので、自分自身でも得るものがたくさんありま

した。 

 今日のセッションの、３番目の分科会を聞かせていただいて考えたことは２つ

ありまして、１つは生態系サービスを選ぶということです。生態系サービスとは

ちょっと難しい言葉なんですけれども、要するに生態系があることによって人間

が得る利益のことをいうわけです。木材を生産してもらうとか、水源ももちろん

そうです。私たちはこれまで、生態系サービスの中でも、恐らく森林には木材を

生産するというサービスだけを特に期待していて、それが経済活動の中に乗っか

っていたわけですけれども、そのうち森林が壊れてくると水源というのは実はコ

ストがかかっていたんだと、ちゃんと水をもらうには本当はコストが必要だった

んだということがわかってきた。さらに、今は水源だけではない、いろいろな生

態系サービスに対して、いろいろなコストを認めていく方向に多分来ているんで

はないかというふうに思いました。 

 例えばＣＯ２の問題もそうですし、あるいは最近言われている生物多様性の問題

もそうなんですね。実は、私は昨日、来年ＣＯＰ１０（生物多様性条約第10回締
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約国会議）をやる名古屋に行って、名古屋市民の方の前で、生物多様性がなぜ大

切かという話をしてきたばかりなんですけれども、今日第３分科会で話題になっ

ていたシカの問題とか、それから神奈川県でももしかするとあるかもしれない樹

木の病気の問題ですね。これは恐らく水源林の維持にもかかわってくる問題なん

ですけれども、そういう問題というのは実は生物多様性の問題で、人間が過去に

一時期に単純な森林をつくりすぎたことが大きく効いている可能性があるわけで

すね。そのコストを今になって払っているという考え方は、大きな方向として正

しいと、たくさんの人たちが思い始めています。 

 そういう意味で、生物多様性の保全や、それを損なうことによるコストも合わ

せて今払わざるを得なくなっているということになるわけですね。山根さんが第

３分科会でお話しになった害獣の問題というような生物多様性の問題も含めて、

統合的に管理をしていく必要が、どんどん大きくなってきているということです。 

 そういう中で、いろいろな県の方、あるいは地域の方が、どういう林を目標と

して選ぶかという話が出ていたと思いますが、つまりそれはその森林に対して、

どういう生態系サービスを期待しているのかということだと思うんですね。例え

ば木材生産だけ期待したいと思っているのか、水源としてもいい水源涵養機能を

果たしてもらいたいと思っているのか、あるいはもっと生物多様性も含めていろ

いろなことを期待しているのかということを、地域の人たちが実は選ばなくては

いけないということだと思います。 

 この問題については、頭からこういうやり方が最適なんだ、ということは余り

意味がなくて、それぞれの地方でその地方の事情に応じて選んでいくべき問題だ

と思います。先ほど第１分科会のほうでの報告と、それから諸富さんのお話にあ

ったように、水源環境税の第２ステージに入って、いろいろな県がそれぞれ水源

ということだけではなくて、教育ですとか、ＣＯ２の問題ですとか、いろいろなも

のを取り込んでいく方向にあるというのは、まさにそういう大きな動き、いろい

ろな生態系サービスを取り込んだ形で森林を考えよう、その中で自分たちの地域

の生態系にとって必要な、あるいは重要な生態系サービスは何なのかということ

を、選んでいくフェーズに来たんだなというふうに思いました。 

 ２つ目に思ったのは、そういうものを例えばシステムとして、せっかくこうい

ういい水源、森林環境税というシステムをつくられたのですから、それをできる
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だけ持続的に長く続かせていくということが重要だという点です。第３分科会で

議論になっていたと思うんですけれども、そういう意味では私は、自分たちの行

動の結果が見える範囲にあるということが大事だと思います。つまり、自分の捨

てたごみが問題を起こすことがわかっていたら、自分はごみを捨てない。あるい

はごみを減らそうと努力しますけれども、ごみがどこに捨てられるかわからない

し、その結果として引き起こされることも自分には見えない、という話になった

らだれも努力しないということです。それは、まさに水源でも森林でも同じよう

なことで、自分が飲んでいる水に対して何も関心を払わなかったら、汚れた水を

飲まざるを得ないということになってくるわけですね。 

 そういう意味では最初の知事さんのお話にあったように、神奈川県では水源と

行政の区画とがかなり一致しているということが重要な意味を持っていると思い

ます。例えば一部は山梨県のほうにかかっているとはいえ、自分の県の行政のコ

ントロールの中でかなりのことができるというのは大変すばらしいことで、神奈

川県にはぜひそういうふうな形で、可能性をどんどん広げていってもらいたい、

というふうに思います。 

 金澤さんが最初のところでお話しになりましたように、今都市と地域がくっつ

いていくというのがまさにそういう時代で、つまり都市の人たちも自分たちが飲

んでいる水の水源管理について、今までは自分の隣の町の話だったけれども、今

度は同じ市の中での問題として考えるということが、やっぱり環境問題としては

重要な変化だと思います。そういう考えやすいシステムになっていく側面がある

のかなと思います。 

 さらにもう一つ言うと、本当はそういうシステムを維持するために、インセン

ティブがかかるシステムがあるといいなというふうに私自身は思っていて、それ

は先ほど諸富さんがおっしゃったように、水道料金の重量税みたいな形で考える

と、例えば水をたくさん使った人はそれに対して責任を持ってくださいよという

ようなことになるわけです。あるいは、木材をたくさん使った人でもいいです。

というようなやり方でやっていくというのは、システムが長続きするために、私

は必要なことだと思っているんですが、今諸富さんのお話の中で参加型税制とい

う言葉を聞いて、これはそういう意味では新しいシステムで、それも一つのやり

方かなと思いました。 
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 その中でも、ＮＧＯに対して支援するというのは、とてもいいことだと思うん

ですね。ＮＧＯの方が水源林、森林のためにやられていることに対して支援する

ことで、逆に住民の方々に水源環境を大切にしようとするインセンティブをもっ

てもらうというやり方は、参加型税制という中では非常にうまく機能するやり方

ではないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 それでは、いろいろな論点が出たと思うんですが、時間も限られておりますの

で絞りながら若干論点を深めていきたいと思います。 

 諸富さん、先ほど評価のシステムなり、県民参加の仕組みづくりなりで、高知

と鳥取のほうに対するコメントはしていただいたんですが、神奈川のほうがまだ

なかったと思いますので、今の中静さんからのシステムづくりに関する問題提起

なども受けながら、神奈川の取り組みに対して少し評価をしていただけるとあり

がたいんですけれども、いかがでしょうか。 

 

（諸富氏） 

 神奈川県の場合には、やはり参加型税制ということの内実をしっかりしたもの

にするために、県民会議という仕組み、これが設けられて、しかもかなり大規模

な形で運営されていますね。メンバー構成からいっても公募委員の方々が本格的

に入っていらっしゃって、議事録を読ませていただきましたが、特に初回いろい

ろな議論があって、むしろすごく積極的な形で公募委員の方々が関わりたいと意

欲を燃やしていらっしゃることがよく分かりました。そして県民と専門家の間、

あるいは県との間をつないでいく役割を見事に果たされているというのを見まし

て、非常に感銘を受けているわけですね。 

 なかなかこういった県民参加の仕組みというのは全国的に見ましても、その内

実をちゃんとしたものにしていくというのは意外に大変なことでして、非常に人

的な資源と時間を投入しないといけない。手間をかけないと機能しないわけです。

そして真剣な討論をすればするほど予定調和的に会議や委員会が終わるはずがな
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いと思うんですね。こういう感じで進行するとストーリーを事前に描いていても、

いろいろな方々がいろいろなことを言い出して、描いた結論におさまらないこと

だってあると思うんですね。 

 それから高知県の服部さんが言われていたのは、県がこんなプログラムでとい

うふうに考えていても、それは委員会によって却下されることすらありえるんだ

ということなんですね。県側にとっては大変しんどいことだというふうに思いま

す。ただ神奈川県にとっては、それは何か新しい公共性というもの、つまり

「公」といっても昔から言われるお上が担う公共性ではなくて、それこそ公民連

携とか、市民が参加してつくり上げていく公共性というものをこの水源環境税、

あるいは森林環境税というものを素材につくり上げていこうとしている、そうい

う歴史を始めたところなんだというふうに認識していただいて、神奈川県の職員

の方々にはぜひ頑張ってもらいたいなというふうに思っております。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございます。 

 あと中静先生が提起された水の問題も、水道料金の問題もちょっと議論してみ

ましょうか。要するにいろいろ経緯があって実現はしなかったんですが、そのこ

とはともかくとして共同負担でやっていこうというのが超過課税の考え方ですね。

それで超過課税というのは標準税率を超える課税ですので、課税の根拠としては

標準的なサービスを超える、基準的な行政を超えるより高度な、もしくはそのス

ピードを上げるそういうサービスをしていこうという、そのことについての合意

が納税者でできたときに成り立つもので、したがってその標準行政を超える部分

がきっちりできているかどうかというのが存続の根拠になるという、そういう理

論なんですね。そこに参加型の必然性があるというふうに私は考えているんです

けれども、これが１つの考え方です。 

 それだけではなくて、水が希少な資源だという考え方に立ったときに、その水

をジャブジャブ使わないと、そういうインセンティブというのを組み込んだ財源

調達のあり方というのがあるんではないかという、そういうご提言だというふう

に思うんですけれども、また諸富先生で申しわけないですが、どうでしょうか。 

 



第6回県民フォーラム 

全体会議事録 

 

 - 16 - 

（諸富氏） 

 中静先生のご提言は、非常に我々も実は納得できるものでして、もう少し負担

のあり方に、公平性だけじゃなくてインセンティブを組み込んだ費用負担の仕組

みにしたらどうかというご提言なんですね。つまり水の量に応じて負担を上げ下

げする。あるいは場合によっては水を大量に使う人ほど累進的に負担を大きくす

るとか、そういった工夫がいるんじゃないかと提言されましたけれども、こうい

ったことは実は神奈川県でも、第１期の生活環境税制専門部会で金澤先生の座長

のもとで議論を随分いたしました。 

 神奈川県はちょっと特殊でして、他の県が住民税均等割部分の超過課税という

形で、例えば高知県さんが一律500円を課しているんですが、神奈川県だけ所得比

例的に負担を課している唯一の事例となっています。そこが大きな税収を上げる

原因でもあるんですけれども、しかしなぜそちらへ行ったかといいますと、１つ

は全住民を対象として水量をメーターで正確に計測するのが難しいという問題が

あります。神奈川の場合には100％近く可能なのかもしれませんが、全国を見渡し

てみた場合に、高知県でもこれは議論になったというふうに言われているわけで

すが、農山村区に行くと、メーターがついていない家が多く、水の使用量を正確

に測ることができない。そうすると水の使用量に応じて公平に課税することがで

きないという問題が出てきます。それから、神奈川の問題だと横浜市との関係が

ありまして、実際に水道に税金をかけるには、水道事業を実際にやっておられる

横浜市さんに、汗をかいていただいて税の徴収をしていただかないといけない。

水道料金を上乗せする課税をしなければいけない。実際に納税者から文句を言わ

れるのは横浜市で、神奈川県は彼らの努力によってその収入をいただくという形

になるんですが、そこで横浜市の側がそれに対して協力できないということをお

っしゃったために、神奈川県としては断念せざるを得なかったという経緯がござ

います。 

 こういった事情がありまして、その理念としてそして実際にすばらしいものな

んですが、徴税コストとか実行可能性という問題と、実際に県と市町村の関係と

いう独特のファクターもありまして、そこがなかなか実行できなかったというこ

とですね。 
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（金澤氏） 

 ありがとうございます。 

 中静さん、このシステムをよりよくしていくために、流域ごとの管理システム

の重要性というのを提起されていると思うんですけれども、その辺のところは

我々も少し意識しておりまして、第３分科会の佐土原先生の情報プラットフォー

ムの中での窒素、リン、とりあえず窒素ですかね。水循環の地理情報を落として

いく試み等があるんですけれども、その辺の重要性について少し説明していただ

けますでしょうか。 

 

（中静氏） 

 私たちもいろいろな環境問題をどうやって解決するかというようなことを、い

ろいろな人と議論したことがあるんですが、１つはメリットを得る人とコストを

払う人が、必ずしも一致しないことによる問題というのは結構あるんですね。神

奈川県がそうだとは言いませんけれども、例えば流域問題で言えば、この川は自

分たちがうまく管理しているのに、水源税を払わないといけないというようなこ

とが起こってきてしまう可能性があるわけですね。片一方ですごくルーズに管理

しているところも同じような税金を払っていると、そういうことがあると、やっ

ぱり払うインセンティブをなくしてしまうということが起こるだろうと想像でき

ます。 

 これは水源税だけの問題じゃなくて、私たちは生物多様性の問題で考えていた

んですけれども、例えば世界遺産になるといろいろな規制がかかってきて、いろ

いろなことをしなきゃいけない。ごみを捨てちゃいけないとか、きれいに保たな

きゃいけないとかとあるんですけれども、そういうコストを負担しているのは、

世界遺産といいながらその町であったり、その地域の人たちが負担しているわけ

ですね。利益を得ている人たちは、世界中の人たちが世界遺産ということでそこ

に行ってその世界遺産を見て楽しむわけですが、それで町に落ちるお金というの

はそんなに大きくなくて、結局町は大きなコストをかけてその維持をしていると

いうような現実があります。したがって、サービスを受ける人と、それによって

生じるコストを負担するという人たちの、スケールとかエリアとかを一致させな

いと、管理に対するインセンティブが働きにくい、という議論をしたことがあり
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ます。恐らく水源税も、神奈川県でそういうことは起こらないかもしれませんけ

れども、日本全国を考えると、そういうことが起こるところがかなりあるんじゃ

ないか、という気がしています。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 少し話題を移しまして、片桐さん、先ほど大人の人材育成とともに子供たちへ

の教育、感性を育てることの重要性というのをお話しいただきました。片桐さん

への会場からのご質問の１つに、環境教育の効果的な方法というのはどういうも

のかということで、何かそのご経験がありましたらお答えいただきたいという質

問があるんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

 

（片桐氏） 

 丹沢ドン会では、都市と農村を結ぶというコンセプトで、都市の人たちが積極

的に農村に来ていただくように「丹沢自然塾」という塾を開講しています。1年間

に10回から12回のカリキュラムを組むんですけれども、そこに参加する人たちは、

団塊の世代前後のシニアの世代の人たち、それから子供を連れた子育て真っ最中

の人たち、また、赤ちゃんを抱っこして来るというふうに、色んな世代の人たち

が来ているんですね。 

 今いろいろな問題が社会で起きていますけれども、やはり自然の豊かさや厳し

さを生身で体験するということが非常に少なくなっているということが、大きな

要因だろうと思うんですね。水の涵養や水源の保全・再生のためだけではなく、

子供たちをどういう環境の中で育てるのか、どういう自然体験学習をやらせるの

かということは、我々、大人社会の大変大きな役割じゃないかなと思うんですね。 

子供たちの世代が次の時代を担っていくわけですから、そのためにやはり大人

の森林管理の人材の養成、育成だけではなくて、子供たちのための自然体験道場

を整える必要があります。例えば丹沢のふもとのいろいろなグループで体験学習

をする、そういう仕組みづくりをＮＰＯが率先してやりたいものです。そこに行

政も加わり、あるいは企業が資金を出すというような形の中で、とりあえず神奈

川の丹沢のふもとで仕組みができないかなということを切望しています。具体的
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には、とにかくいろいろなグループが今活動しています。どんな活動をやってい

るのかということを知ってもらうことが先決です。参加してみようという動機づ

けがまず必要じゃないかと思います。そのためのさまざまな媒体を使った情報発

信をやっていきたいと思っています。 

 

（金澤氏） 

 ご質問された方の意図の１つには、自治体がもっと積極的に取り組むべきじゃ

ないかというようなニュアンスがあるのかなというふうに、私は受けとめたんで

すけれども、片桐さん、ＮＰＯのほうから見て、自治体がこういうところにもっ

と力を入れていくべきだとか、そういうことをお感じになったことはございます

か。 

 

（片桐氏） 

 ＮＰＯでは、いろいろな講座、カリキュラムを組むんですけれども、行政の対

応というのはなかなか今のところは遅いです。とりあえず私たちが実践して実績

をつくる必要があります。具体的に都市と農村を結びながら、子供たちが参加す

るプログラムを提供し、こういうやり方があるよということを地元の自治体に提

示しながら、次の段階でＮＰＯと行政との協働の提案をする。そういう底辺で時

間を少しかけ、資金援助を得ながら、仕組みづくりをぜひやっていきたいと思い

ます。 

 

（金澤氏） 

 あと中静さんと諸富さん、環境教育、大人も含めて学生も含めてなんですが、

何かご提言があればお願いしたいと思いますけれども。 

 

（中静氏） 

 特に提言というほどのことはないんですが、やはり環境教育というのは、水源

税を払う意味や、森林を大切にする意味を教育することで、こういう仕組みを維

持する力にもなるという点が１つ大きいと思うんですね。ただそれだけではなく

て今おっしゃったように、やはり今の自然の状態で子供たちが遊ぶ場所がないと
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いうことに見られるように、本当はもっと子供たちの精神性に、ものすごく大き

な影響を与えている可能性というのがあると言っている人たちがたくさんいます。

私はこのほうがむしろ大きい問題なのかなという気はしています。ですので、こ

ういう動きをもっともっと大きく、また長く続けていってほしいと思います。 

 

（諸富氏） 

 私は教育という新たなカテゴリーを設けて積極的に環境教育を進めていくのも

大事なことなんですけれども、この森林環境税とか水源環境税の場合に、まさに

税を入れる過程そのものが県民に対する大きな教育効果を持っていると思います。

税の導入自体が非常に大きなニュースになるわけですね。神奈川の場合にもそう

でしたし、議論が深まってくると連日かなりの報道量となりました。もし税を導

入する話がないまま森林保全の必要性、水源の涵養の必要性、水質保全の必要性

を訴えても、そんなにマスメディアは実は取り上げてくれないんですね。ところ

が税が入るということによって、非常に大きく関心を呼び、なぜ税なのか、その

税収を用いて県は何をするのかというその問題意識から、非常に大きな議論が巻

き起こされるわけです。そのプロセスの中で、住民や環境ＮＧＯの方が議論を始

めて、県職員の方々が地域に入っていって対話をしていくという中で、もう一回

その目的を考え直す。何となく森林保全というのは必要だと言われている。一体

実態はどうなっているのかとかいうところから始まっていくわけですね。 

 ですから、冒頭の話に戻るんですが、こういった議論、費用と負担のあり方を

問題提起されると、なぜより高い費用を我々は税金とかで負担しなければいけな

いのか県民の方々も問題意識をもたれます。そこから、いろいろなものを調べた

り議論をしたりするプロセスが始まるんですね。だから、税の導入過程それ自体

が非常に大きな教育のプロセスですし、そのプロセスの中で大人が学習していく

中で、多分子供にも教えていくということが入っていくと思うんですね。ですか

ら、水源環境税の導入過程で行われた論議そのものが非常に大きな教育効果を持

ったと私は思っています。 

 

（中静氏） 

 実はきのう名古屋に行っていたときに、愛知県の矢作川という流域では、矢作
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川流域で森の診断というのをやっているんですね。それは市民の方々が勝手にと

いいますか、基金をつくってその基金からある程度の活動資金は出していますが、

基本的には100円グッズでできるような測定器具を自分たちで自作されたりしなが

ら、森林をモニタリングしているんです。年間数百人の参加者が、その矢作川流

域のいろいろなところに行って、間伐がどれぐらい必要かという基準にしたがっ

て、モニタリング結果を勝手に公表しているんですね。その中には自治体の職員

の方なんかもたくさん参加されています。リーダー会議をやると自治体の職員が

いっぱい来るんだけれども、自治体はお金を出していないというふうなことをお

っしゃっていましたけれども、そういう試みの広がりを感じます。モニタリング

の結果を公表されることで、いろいろなところの反響が大きいですよね。若い方

は例えば高校生ぐらいとか中学生ぐらいとか、あるいは場合によると小学生も参

加されたりなんかして、それが直接自分たちの森林の状態を知ることに結びつい

ているという、非常に成功した例かなというふうに思います。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 少し時間がありますので、行政のほうに幾つか質問があります。行政担当、県

の方、対応できますか。よろしいですか。１つ人材育成・確保についてというこ

とで、森林・水源環境保全・再生を行う人材の確保への具体策はどのようなもの

かということで、森林塾というのが何回か出ておりますけれども、その具体的な

内容を知りたいということ、それからボランティア、ＮＰＯ、企業等について、

専門職の養成の計画はあるでしょうかという質問がありますけれども、お答えい

ただけますか。 

 

（神奈川県環境農政部森林課：内海氏） 

 環境農政部森林課の内海でございます。 

 森林塾でございますけれども、山で働く人たちのために会社、森林組合や林業

会社に雇用されている方に対しての研修は、従来からレベルに応じてやっており

ました。ところが、森林組合や林業会社を林業事業体と言っていますけれども、

この林業事業体が新たな人を雇用してもなかなか定着しない。やはり山で働く重
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労働や加減がわからずに入ってくる人、「山で働くのはいいな」というイメージ

で入ってくる方にとって、実際はつらくて大変だということでなかなか定着率が

低いという現状があります。 

 そういう中で、それでは林業事業体に雇用される前に県が研修を行って、実際

に山で働くのはこんなに大変なんだと身をもって体験していただくというような

研修のコースをつくったらどうかということで、来年度から取り組もうとして検

討しております。 

 ２つコースがありまして、まずは一般的な体験をしていただくコースです。体

験コースに参加していただいて、「やはりつらいな」という人が多分いらっしゃ

る一方で、「いや、これなら引き続きできるな」という方には次のコースに参加

していただき、実際に県の所有している森林で間伐やいろいろな山の作業を半年

間やっていただく、そういう制度でございます。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございます。 

 それから、もう一つこれも神奈川県の話になってしまうんですが、丹沢大山自

然再生事業は緑政課、林業の生業、これは森林課、それから水源環境保全・再生

は土地水資源対策課とか、縦割り行政で行われていて行政の総合性、連携という

のはどういうふうに図られるのか、その辺のところを県のいろいろな行政改革、

組織再編もあるようでございますけれども、お話しいただける範囲で今後の方向

についてお話しいただけますか。 

 

（神奈川県土地水資源対策課：星﨑氏） 

 その前にＮＰＯ等の専門職の育成というお話でございましたけれども、ＮＰＯ

の方々に、専門職の育成の例えばコースみたいなのを持っているとかということ

はございませんけれども、今年度からＮＰＯに対する支援制度を始めまして、そ

の中ではＮＰＯの方々には、例えば森林インストラクターの方とか専門の方だと

か、いろいろな方を講師として呼んでいただいて、その中でいろいろ学習をして

いただくということについてのコストの部分については、この支援の補助金の中

で見ていただいて結構ですよというお話をさせていただいています。そういう中
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で広がりを、ネットワークをつくりながら技術的に高めていっていただければな

というふうに思ってございます。 

 それから、縦割りというので、私は土地水資源対策課というところに今います

けれども、さきほど答えたのは森林課というところで、当然水源の問題でござい

ますので非常に多岐にわたっているということで、今までは政策部というところ

で所管をし、森林の部分については森林課というところでやらせていただいたん

ですけれども、ご質問のようなお話もございますし、事業がどんどん進んでいく

中で、やはり現場に基づいた検討をしていかなければいけないというところの中

で、この４月から環境農政部というところで一元化して事業の執行をしていくと

いう予定でございます。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございます。 

 あと１つ質問で、ＮＰＯが自治体のほうに相談に行くと、その窓口の人たちが

要領を得ないという質問があって、総括的にはお答えしにくいかもしれませんけ

れども、そのようなことが質問として出ております。その辺のところ、市町村と

いうふうに質問には書いてございますけれども、とりあえず県のほうでお願いし

ます。 

 

（神奈川県土地水資源対策課：星﨑氏） 

 今年度からＮＰＯ支援をさせていただいているわけでございますけれども、や

はり行政側の書類主義みたいなものと、ＮＰＯの方の自由な発想の中で臨機応変

にやられているという部分で、なかなか相入れないところが確かにございまして、

そういう中でも私どものほうが現場を見させていただきながら一生懸命話をして、

両方にとっていい方法でＮＰＯ活動を支えていくようなことができればありがた

いなというふうに思ってございますけれども、どんどんご質問なりご相談を、

我々のほうにしていただければというふうに思います。市町村のほうにも、もし

何かあれば私どものほうからつないでいくというような格好にさせてもらいたい

と思います。よろしくお願いします。 
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（金澤氏） 

 片桐さんどうぞ。 

 

（片桐氏） 

 神奈川県は「県民パートナーシップ条例」(案)というのを検討中でございまし

て、私はその条例の骨子案の検討部会に参画させていただいています。その中で

やはり県の職員の方々は本当にどういうお気持ちでそれぞれの仕事にかかわって

いただいているのか、本当のところがなかなか見えてこないんですね。私だけで

はなく、ＮＰＯの活動をやっている多くの方がそう思っているんですね。 

行政の職員にしても、ＮＰＯは本当に勝手気ままというか、自分たちのやって

ることが一番良い、なんで補助金を出さないんだ、ということに辟易としている

んですね。そんな形で、お互いのコミュニケーションがとれていないということ

が、まず第一に大きな壁になっているんじゃないかと思います。それはＮＰＯに

とっても、行政にとっても大変大きな共通の不幸だと思っています。 

 行政にしてもＮＰＯにしても、これからは協働で「新しい公共」の分野を、仕

事をすみ分けしながらやっていく世の中が来ているわけです。どうしても協働が

避けられないとすれば、よりよい協働を築くためには、行政もいろいろな分野を

３～４年で変わったりというようなことはあるんでしょうけれども、その仕事に

就いたときにはやはりしっかり勉強していただく、プロの行政マンになっていた

だくということが大切だと思います。もちろん、ＮＰＯなり県民も、コミュニケ

ーションをとって、行政の職員の得意技を何とか引き出して、共通の目標に向け

て取り組んでいくということが大切ですね。そういう相互のコミュニケーション

の不足が、今一番大きな協働のための課題だと思うんですね。そこをまず議論し

合う中から先に進むしかないのかなと思っていますけれども。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございます。 

 かながわ県民会議のほうですけれども、行政とＮＰＯが、今のお話にもありま

したように直接対峙するというだけではなくて、そこでのコミュニケーションが

重要なんですが、県民会議が間に入って、それで市民事業の支援について専門委
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員会が、ＮＰＯからものすごい数のヒアリング、それから意見を集めて、県民会

議がＮＰＯの意見を聴取してそれを整理して、県のほうにこういう制度を使い勝

手のいい制度にしてくれというようなこと、それから、お金だけではなくて情報

提供とかそういうことも支援してくれという、そういうことの要望を聞いて、県

民会議が行政のほうに意見を述べていくというようなことをこの間我々はやって

きました。 

 その中で会議も全部公開にして、関心のある人たちはそこに参加するというよ

うなこともありましたし、そういうようなやり方で、行政とＮＰＯをつないでい

くような役割をかなりの程度果たせたんではないかなと、このことをちょっとご

紹介させていただきます。 

 それから、片桐さん、ＮＰＯ側の課題というのは、第２分科会をお聞きになっ

て今何が一番求められているというふうにお感じになりましたか。 

 

（片桐氏） 

 異口同音に中小のＮＰＯはお金がないということですね。これは、お金をどこ

から持ってくるかということで言えば、今は企業でも社会貢献の分野でそういう

ファンドを持っているところがたくさんあります。あるいは市町村や県でも助成

金・補助金のシステムがあるわけですから、まずそれに当たればいいわけです。

ただ、自分たちのグループが社会のために何をやるかという、しっかりした内実

がなかったら、とてもプレゼンをやっても通るわけがないわけです。自分たちの

活動を通じて社会にどういう貢献をしようとしているのかという内容と、そのた

めの具体的なプログラム、そういう企画をしっかりと立てた上でファンドを探す

ということだと思います。 

 それともう一つは、寄附税制というものを神奈川県でも検討されているようで

す。ＮＰＯの活動等に寄附をするというときの税制上の控除を、やはり特定の大

きなグループだけではなくて、小さな志をもったＮＰＯなどにももう少し緩やか

な形で寄附税制の恩恵を受けるシステムにしていただけないかなとは思っていま

す。 

 

（金澤氏） 
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 ありがとうございました。 

 そろそろ予定した時間も迫ってまいりました。 

 パネリストの方には最後ということでございますけれども、本日の全体の感想、

それから神奈川県、相模原市、それからお集まりいただいた水源地・森林保全に

取り組む全国の自治体の方々、ＮＰＯの方々、学識経験者の方々に期待するもの、

その辺をメッセージとして最後にお話しいただければと思います。 

 二、三分時間がございますので、少し語っていただければというふうに思いま

す。諸富先生からお願いできますか。 

 

（諸富氏） 

 第１分科会で出たものから全体へということなんですけれども、先ほどの議論

の中で聞けなかった点としては、やはり山梨県から宮島さんが出られたんですが、

これから森林の整備にきちっと取り組んでいくことと、割とまだ決まっていない

けれども、新しい税の導入について前向きな発言をされていたんですけれども、

神奈川県との連携というのを非常に意識されていますね。広域連携ということに

ついて知事さんも積極的に発言されていましたように、流域とか水問題、森林問

題もそうですが、必ずしも県の管轄区域の中で自己完結的におさまる問題ではな

いわけですね。神奈川県の場合も、県の管轄区域と上下流の水域が割と一致して

いるようにみえて、実際には相模川・桂川の上流は山梨県に至っているように、

県境を越えているわけですね。そういう意味では昔から実は日本だけじゃなくて

ヨーロッパも含めて、既存の行政の区域と水域管理・流域の管理の地理的範囲と

いうのは一致しないがゆえに、流域の地理的範囲をカバーする新しい行政庁をわ

ざわざつくったりしています。フランスなんかもそうなんですけれども、流域庁

というのをわざわざつくったり、水管理組合という組織がオランダでは自治体の

ほかに存在しています。 

 そういう意味では、日本では残念ながらそういう水管理組織がないんですけれ

ども、我々の生活圏は広がっていますし、交通移動も非常に早くなっていますの

で、県とか町村の領域を超えた問題について相互に連携しながら、新しい行政課

題に対応していくことが非常に重要だと思いますし、その先駆的な事例がまさに

森林環境税だと思います。神奈川県と山梨県の連携、さらに横浜市や今日共催団
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体となっている相模原市との垂直的な連携、こういったものが非常に重要なテー

マになっていくというふうに思いました。そしてその中に県の役割、つまり他の

地域と水平的に連携を組んだり、垂直的な連携を組んだりする要としての役割を、

県が果たしていくということですね。この点が非常に重要になってくるんではな

いかなというふうな感想を持ちました。 

 以上です。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 それでは、中静先生、お願いします。 

 

（中静氏） 

 感想なんですけれども、このシンポジウムに来させていただく前に、インター

ネットですとかウェブサイトとかでいろいろ勉強させていただいたんですが、そ

れよりは今日うかがって知ったことのほうが、情報が圧倒的に多かったと感じま

した。県民会議がこれほど大規模でやられているということもわかりませんでし

たし、それから、ＮＧＯの方々とか市民の方々が、どういうふうな形で参加され

ているのかというのも、実際にインターネットで見るよりも、今日はずっとよく

わかりました。 

 やっぱりインターネットで知ることは限界があるんだなというふうに考えるか、

あるいはインターネットサイトがもっと工夫できるのか、というようなことも考

えたりもするんですが、いずれにしても、この動きはもっといろいろなところで

宣伝されてもいいのかなというふうに思います。神奈川県の方は、御自分たちの

身の回りのことですから、非常に関心を持って取り組んでいらっしゃると思うん

ですけれども、いろいろ問題点もあることは今日ＮＰＯの方の話を聞いてわかり

ますけれども、それでもこういう対話をこれだけオープンに透明性を持ってやっ

ていこうという試みは、すばらしいと思いますので、ぜひこれを全国に広げてい

ただくようにお願いしたいと思います。 

 

（金澤氏） 
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 ありがとうございました。 

 片桐さん、お願いします。 

 

（片桐氏） 

 先ほど水道料金の超過課税のお話が出たんですが、秦野の水道料金は安いんで

す。なぜかと言いますと、70％は秦野盆地の地下水を活用しているんですね。県

水は30％なんです。 

 水の使用量に応じて云々ということも大切ですが、やはり安全で安心のおいし

い水が飲みたいと思うんですね、県民感覚として。水道の超過課税云々というの

は別にしましても、やはり命の水だと思うんです。丹沢が元気でなかったら、美

味しい水も飲めないわけですし、いろいろな用途で水も使えないということにな

ると思うんです。 

 ただ、人間の都合だけで水を活用できればいいのではなくて、山の上から中腹、

山ろくまで、森とともにいろいろな生き物たちが生息しているわけです。そうい

う生き物たちにもやはり目配りをし、人間の都合も少し通させていただきながら、

これだけ荒れている丹沢を少しずつでも回復して次の世代に伝えていくのが、行

政や企業もそうでしょうし、やはり我々県民の使命ではないかなと思うんですね。

地域の中で、一人ひとりが小さな一歩を踏み出していけば、必ず丹沢大山の自然

は再生され、私たちの暮らしにもつながってくるのではないかと思っています。 

 

（金澤氏） 

 ありがとうございました。 

 神奈川県で水源環境税が施行されて２年がたとうとしています。冒頭の基調報

告でも申し上げましたけれども、その直前のときに同じ全国シンポジウムを開催

をしまして、全国の先駆的な事例から神奈川県は学んできました。そして、県民

会議というものを立ち上げて今回このフォーラムは６回目なんですが、必ず出て

きた意見を整理してそれを県民の皆さんにお知らせする。また質問に対しては答

えるということをしてまいりました。３回終わったところで報告書の形で一度ま

とめて知事さんにポイントをご説明しました。１回のフォーラムで、多いときは

100件ぐらいの質問とか意見が出てくるんですね。それを整理したんです。３つの
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ポイントで、そのときは３回のフォーラムの内容を重点項目として挙げました。 

 １つは人材育成の問題ですね。人材確保の問題が重要だということで、今日も

ご質問が出ました。 

 それから、２つ目はやはり神奈川県の場合は林業がなかなか成り立っていかな

いということで、環境林ということから始めていましたけれども、やはり県産材

を活用していくという、そういう方向も捨てないでやるべきではないかというこ

とですね。 

 それから、３つ目には山梨県との連携、相模川の上流の桂川の問題をさらに連

携を深めてやっていこうと、第１期５年間の間は共同調査ということにとどまっ

ているんですけれども、事業としても一緒にできないかと、この３点でした。 

 その後これを松沢知事さんが積極的に受けとめてくれまして、人材確保につい

ては今お話があった森林塾のことが、水源環境税を財源とする事業として今度議

会に提案されるということでございますし、それから山梨県との連携については、

今日このシンポジウムで山梨県知事さんに来ていただき、また山梨県の方に分科

会でパネリストになっていただいて、具体的なお互いの情報交換ができたという

ことで、県民会議の取り組みが単にやりっ放しではなくて、それが行政にもフィ

ードバックされて、そしてその課題が解決へ向けて前に進んでいると、こういう

ことが感じられた今回のフォーラムではないかと思うんですね。その取り組みに

ついて今日３人のパネリストの方に評価をいただいたというふうに思っておりま

す。この神奈川県の取り組みを全国に広めていきたいというふうに私は心から思

っていますけれども、それは全国の経験から学んだ結果というふうに受けとめて

いただければと思います。また、理論的な点、モニタリングのあり方とか、それ

からＮＰＯの課題とかも、中静先生、それから片桐さんに語っていただきました。 

 今日のフォーラムで得られた知見、経験の交流を生かして、全国で水と森を守

るそういう取り組みをさらに発展させていくために、少しでも今回のフォーラム、

それから今日の最後の全体パネルディスカッションが役立てば幸いでございます。 

 お忙しいところ遠方から来ていただいた諸富先生、それから中静先生、それか

ら片桐さんに、会場のほうから改めて感謝の拍手をお願いしたいと思います。あ

りがとうございました。（拍手） 

 それでは、これにて全体シンポジウムを閉じさせていただきます。 
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（司会：沼尾氏） 

 コーディネーターの金澤氏、そしてパネリストの片桐さん、中静さん、諸富さ

ん、どうもありがとうございました。会場の皆様、いま一度盛大な拍手をお願い

いたします。（拍手） 

 ただいまのシンポジウムを踏まえてのご意見、ご質問につきましては、意見・

質問用紙、またはアンケートへのご記入をお願いいたします。 

 それでは、本日最後に本フォーラムを総括しまして閉会のあいさつを、神奈川

県自然保護協会理事長であり本県民会議副座長であります新堀豊彦さんにお願い

したいと思います。 

 それでは、新堀さん、お願いいたします。（拍手） 


